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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液透過性の表面シートと、液不透過性の裏面シートと、前記表面シートと前記裏面シー
トとの間に配置される吸収体と、を少なくとも備える吸収性物品であって、
　前記吸収体は、少なくとも１種類以上の漢方薬材料を含み、
　前記漢方薬材料は、ハロゲン系防カビ剤による第一の防カビ処理を施してなり、
　前記第一の防カビ処理において、前記漢方薬材料が前記ハロゲン系防カビ剤を含むシー
トに接している吸収性物品。
【請求項２】
　前記第一の防カビ処理における前記ハロゲン系防カビ剤が３－ヨード－２－プロピニル
ブチルカーバメート（ＩＰＢＣ）である請求項１記載の吸収性物品。
【請求項３】
　前記第一の防カビ処理において、前記漢方薬材料の表面に前記ハロゲン系防カビ剤が付
与されている請求項１又は２に記載の吸収性物品。
【請求項４】
　前記第一の防カビ処理において、前記漢方薬材料と前記ハロゲン系防カビ剤とを混合し
た混合物が前記吸収体を構成するシートに塗布されている請求項１又は２に記載の吸収性
物品。
【請求項５】
　前記シートは、前記ハロゲン系防カビ剤を前記シートの表面に塗布してなり、前記吸収



(2) JP 5665374 B2 2015.2.4

10

20

30

40

50

性物品の平面視において、前記塗布の範囲内に前記漢方薬材料が配置される請求項１～４
のいずれか１項に記載の吸収性物品。
【請求項６】
　前記ハロゲン系防カビ剤を含む着色インキを用い、前記塗布が前記シートの前記表面へ
の印刷である請求項５記載の吸収性物品。
【請求項７】
　液透過性の表面シートと、液不透過性の裏面シートと、前記表面シートと前記裏面シー
トとの間に配置される吸収体と、を少なくとも備える吸収性物品の製造方法であって、
　前記吸収体は、少なくとも１種類以上の漢方薬材料を含み、
　前記漢方薬材料には、ハロゲン系防カビ剤による第一の防カビ処理と、ガンマ線照射に
よる第二の防カビ処理とが施され、
　前記第一の防カビ処理において、前記漢方薬材料が前記ハロゲン系防カビ剤を含むシー
トに接している吸収性物品の製造方法。
【請求項８】
　前記第一の防カビ処理における前記ハロゲン系防カビ剤が３－ヨード－２－プロピニル
ブチルカーバメート（ＩＰＢＣ）である請求項７記載の吸収性物品の製造方法。
【請求項９】
　前記ハロゲン系防カビ剤が、濃度が４ｐｐｍ以上５００ｐｐｍ（重量／重量）以下の溶
液であり、前記溶液を漢方薬材料１００ｋｇあたり０．１Ｌから１０Ｌ噴霧する請求項７
又は８記載の吸収性物品の製造方法。
【請求項１０】
　前記第二の防カビ処理におけるガンマ線照射量が１ＫＧＹ以上５ＫＧＹ未満である請求
項７又は８記載の吸収性物品の製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、吸収性物品に関し、更に詳しくは、脱臭機能等の吸収能力以外の機能を付与
した機能性の吸収性物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、吸収性物品は、排泄物等の吸収保持という基本的な機能のみに留まらず、吸収保
持機能以外の更に他の機能を付与させて、商品としての付加価値を高めることが試みられ
ている。
【０００３】
　このような他の機能としては、脱臭機能、芳香機能、抗菌機能、温熱機能等が挙げられ
る。そして、他の機能を付与するための構成として、例えば、下記の特許文献１には、少
なくとも１種類以上の漢方薬材料を含む吸収体を有する吸収性物品が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２７２２６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このような漢方薬材料を含む吸収体を有する吸収性物品は、トイレ内や浴室近く等、湿
度の高い場所に保管される場合が多い。しかし、湿度の高い環境下では栄養源となる漢方
薬から真菌類（カビ）が発生しやすい。
【０００６】
　そこで、漢方薬材料を含む吸収体を有する吸収性物品においては、保管中のカビの発生
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を抑制するために防カビ処理を施すことが求められていた。
【０００７】
　従来より、防カビ処理として、ガンマ線の照射に防カビ効果のあることが知られている
。漢方薬材料を含む吸収体を有する吸収性物品においても、漢方薬材料にガンマ線を大量
に照射すれば、菌を完全に死滅させることによりカビの発生を防ぐことは可能である。
【０００８】
　しかし、菌を完全に死滅させるほどの大量のガンマ線を照射すると、漢方薬の揮発成分
が減少し芳香機能が低下してしまうという問題が一方にある。漢方薬材料を含む吸収体を
有する吸収性物品の商品性を保持するためには、大量のガンマ線を照射することは避けな
ければならない。
【０００９】
　本発明は、以上の状況に鑑みてなされたものであり、漢方薬材料を含む吸収体を有する
吸収性物品において、漢方薬のもたらす機能を損なうことなく、漢方薬材料におけるカビ
の発生を防ぐことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者らは、上記の課題を解決すべく鋭意検討したところ、漢方薬材料にハロゲン系
防カビ剤による防カビ処理を施すことによって、芳香機能を保持したままで、カビの発生
を抑制できることを見出し、本発明を完成するに至った。より具体的には、本発明は以下
のものを提供する。
【００１１】
　（１）　液透過性の表面シートと、液不透過性の裏面シートと、前記表面シートと前記
裏面シートとの間に配置される吸収体と、を少なくとも備える吸収性物品であって、前記
吸収体は、少なくとも１種類以上の漢方薬材料を含み、前記漢方薬材料は、ハロゲン系防
カビ剤による第一の防カビ処理を施してなる吸収性物品。
【００１２】
　（２）　前記第一の防カビ処理における前記ハロゲン系防カビ剤が３－ヨード－２－プ
ロピニルブチルカーバメート（ＩＰＢＣ）である（１）に記載の吸収性物品。
【００１３】
　（３）　前記第一の防カビ処理において、前記漢方薬材料の表面に前記ハロゲン系防カ
ビ剤が付与されている（１）又は（２）に記載の吸収性物品。
【００１４】
　（４）　前記第一の防カビ処理において、前記漢方薬材料と前記ハロゲン系防カビ剤と
を混合した混合物が前記吸収体を構成するシートに塗布されている（１）又は（２）に記
載の吸収性物品。
【００１５】
　（５）　前記第一の防カビ処理において、前記漢方薬材料が前記ハロゲン系防カビ剤を
含むシートに接している（１）又は（２）に記載の吸収性物品。
【００１６】
　（６）　前記シートは、前記ハロゲン系防カビ剤を前記シート表面に塗布してなり、前
記吸収性物品の平面視において、前記塗布範囲内に前記漢方薬材料が配置される（５）に
記載の吸収性物品。
【００１７】
　（７）　前記ハロゲン系防カビ剤を含む着色インキを用い、前記塗布が前記シート表面
への印刷である（６）記載の吸収性物品。
【００１８】
　（８）　液透過性の表面シートと、液不透過性の裏面シートと、前記表面シートと前記
裏面シートとの間に配置される吸収体と、を少なくとも備える吸収性物品であって、前記
吸収体は、少なくとも１種類以上の漢方薬材料を含み、前記漢方薬材料は、ハロゲン系防
カビ剤による第一の防カビ処理と、ガンマ線照射による第二の防カビ処理とを施す吸収性
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物品の製造方法。
【００１９】
　（９）　前記第一の防カビ処理における前記ハロゲン系防カビ剤が３－ヨード－２－プ
ロピニルブチルカーバメート（ＩＰＢＣ）である（８）記載の吸収性物品の製造方法。
【００２０】
　（１０）前記ハロゲン系防カビ剤が、濃度が４ｐｐｍ以上５００ｐｐｍ（重量／重量）
以下の溶液であり、前記溶液を漢方薬材料１００ｋｇあたり０．１Ｌから１０Ｌ噴霧する
（８）又は（９）記載の吸収性物品の製造方法。
【００２１】
　（１１）　前記第二の防カビ処理における前記ガンマ線照射量が１ＫＧＹ以上５ＫＧＹ
未満である（８）又は（９）記載の吸収性物品の製造方法。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、漢方薬材料を含む吸収体を有する吸収性物品において、漢方薬材料の
有する芳香機能を保持したまま、漢方薬材料におけるカビの発生を抑制することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の第１の実施形態における吸収性物品の上面図である。
【図２】本発明の第１の実施形態における吸収性物品の裏面図である。
【図３】本発明の第１の実施形態における吸収性物品のＸ－Ｘ断面図である。
【図４】本発明の第１の実施形態における吸収性物品のＹ－Ｙ断面図である。
【図５】本発明の他の実施形態における吸収性物品の上面図である。
【図６】本発明の他の実施形態における吸収性物品の中間吸収体の断面模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の第一の実施形態について、図面を参照しながら説明する。なお、本発明
は以下の実施形態に何ら限定されるものではなく、本発明の目的の範囲内において、適宜
変更を加えて実施することが出来る。
【００２５】
　＜吸収性物品の全体構成＞
　図１から図４に示すように、本発明にかかる吸収性物品１は、縦長状に形成され、液透
過性の表面シート１０と、液不透過性の裏面シート２０と、表面シート１０と裏面シート
２０との間に配置され、排泄物等の液体を吸収して保持する吸収体３０と、を少なくとも
有する。
【００２６】
　また、吸収性物品１は、吸収性物品１の幅方向ＷＤにおける略中央に、長手方向ＬＤに
沿って帯状の吸収部３が形成される。吸収部３は、表面シート１０と吸収体３０とで構成
される。また、吸収部３には、圧縮溝４、４１が形成される。圧縮溝４、４１は、長手方
向ＬＤに沿って環状に形成され、表面シート１０と吸収体３０を構成する後述のベース吸
収体３１とを接合する。
【００２７】
　吸収性物品１における幅方向ＷＤの両側それぞれには、幅方向ＷＤの外方向に突出する
ようにウイング２Ｒ、２Ｌが形成される。ウイング２Ｒ、２Ｌは、表面シート１０の幅方
向ＷＤにおける両側に長手方向ＬＤに沿って配置されるサイドシート１１と、裏面シート
２０とにより形成される。
【００２８】
　吸収体３０における表面シート１０が配置される面とは反対側の面には、裏面シート２
０が配置される。また、図２に示すように、裏面シート２０における吸収体３０とは反対
側の面には、ズレ止め部２１及びウイング側ズレ止め部２２Ｒ、２２Ｌが形成される。
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【００２９】
　図１、図３に示すように、表面シート１０は、吸収体３０における裏面シート２０が配
置される面とは反対側の面に、吸収体３０を覆うように配置され、排泄物等の液体を後述
の吸収体３０に透過させる。
【００３０】
　表面シート１０の幅方向ＷＤにおける両側には、サイドシート１１を配置することがで
きる。サイドシート１１は、吸収性物品１の長手方向ＬＤにおける一部分が幅方向ＷＤ外
方に向かって突出した状態となっており、後述の裏面シート２０と共にウイング２Ｒ、２
Ｌを形成する。また、サイドシート１１は、表面シート１０の幅方向ＷＤの両側において
長手方向に沿って略等間隔で形成される図示しないエンボス部により接合される。サイド
シート１１を構成する部材は、撥水性のシートを使用することが好ましい。
【００３１】
　図２、図３に示すように、吸収体３０における表面シート１０側とは反対側の面には、
裏面シート２０が配置される。裏面シート２０は、吸収性物品１における防漏層を構成す
る。裏面シート２０は、液不透過性のシートにより形成され、吸収体３０において保持す
る排泄物等の液体が下着へ付着しないように制御することが可能である。
【００３２】
　＜吸収体の構成＞
　図１、図３及び図４に示すように、表面シート１０と裏面シート２０との間には、吸収
体３０が配置される。吸収体３０は、少なくとも１種類以上の漢方薬材料を含む。漢方薬
材料として、具体的には、生薬である艾葉、香附子、当帰、高麗人参、益母草、九折草、
蒲公英、山茱萸、桑黄キノコ、蓬のうち、少なくとも１以上を使用することができる。な
お、本発明においては、吸収体３０に含まれる漢方薬材料には、ハロゲン系防カビ剤によ
る防カビ処理を施す。これについては後述する。
【００３３】
　本実施形態においては、吸収体３０は、主として排泄物等の液体を吸収して保持するベ
ース吸収体３１と、漢方薬材料を混合することにより、排泄物等の液体を吸収しつつ他の
機能を有する中間吸収体３２と、により構成される。漢方薬材料を混合した中間吸収体３
２を配置することにより、漢方薬材料を含む吸収体の位置を任意に選択することができ、
吸収性物品１における漢方薬材料の外観上の視認性を向上させることができる。ただし、
中間吸収体３２は本発明における必須の構成要素ではない。本発明は、その目的の範囲内
において、適宜構成に変更を加えて実施することができる。例えば、中間吸収体３２を構
成要素として有さない吸収体３０に漢方薬材料を配置した吸収性物品において、漢方薬材
料に本発明による防カビ処理を施してなる吸収性物品も本発明の一実施形態である。
【００３４】
　ベース吸収体３１は、排泄物等の液体を吸収し、保持する。具体的には、後述の中間吸
収体３２を通過した排泄物等の液体を吸収し、保持する。ベース吸収体３１は、表面シー
ト１０と裏面シート２０との間に配置され、圧縮溝４、４１により表面シート１０と接合
される。また、ベース吸収体３１と裏面シート２０とは、ホットメルト接着剤で互いに接
合される。
【００３５】
　ベース吸収体３１は、例えば、高吸収ポリマーが混入された粉砕パルプ３１１を積層し
、ティッシュ３１２で包むことにより形成される。ティッシュ３１２の目付は例えば１５
ｇ／ｍ２で形成される。また。粉砕パルプ３１１の目付は、中間吸収体３２の配置領域に
おいて３００から５００ｇ／ｍ２である。また、ベース吸収体３１における中間吸収体３
２の配置領域以外の領域の目付は、１８０から２５０ｇ／ｍ２、好ましくは１９０から２
１０ｇ／ｍ２である。
【００３６】
　中間吸収体３２は、ベース吸収体３１と表面シート１０との間に配置され、表面シート
１０から透過した排泄物等の液体を吸収して保持すると共にベース吸収体３１と共に吸収
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体３０を構成する。また、中間吸収体３２は、排泄物等の液体を吸収する他に、中間吸収
体３２に含まれる漢方薬材料が有する機能を有することができる。中間吸収体３２につい
ては後述する。
【００３７】
　吸収性物品１の吸収部３には、表面シート１０とベース吸収体３１とを接合する圧縮溝
４が配置される。圧縮溝４は、低圧縮部と高圧縮部とが交互に配置されることにより形成
される。圧縮溝４は、長手方向ＬＤに沿って長くなるように環状に形成される。圧縮溝４
における吸収性物品１の長手方向ＬＤ両端に近い部分は、幅方向ＷＤにおける略中央部分
が最も端部に近くなるように円弧状に突出して形成される。また、圧縮溝４に囲まれた領
域の内側には、環状の圧縮溝４を幅方向ＷＤにつなぐように、緩やかな円弧状の圧縮溝４
１が形成される。吸収部３における圧縮溝４１に囲まれた領域には、後述の中間吸収体３
２が配置される。言い換えると、中間吸収体３２の配置領域を除く位置に圧縮溝４、４１
が形成される。
【００３８】
　＜中間吸収体の構成＞
　中間吸収体３２は、本実施形態においては、図１、図３及び図４に示すように、セカン
ドシート３３とベース吸収体３１との間に配置される。また、中間吸収体３２は、吸収部
３における中央領域に配置され、かつ圧縮溝４、４１が形成される部分を除く位置に配置
される。
【００３９】
　中間吸収体３２は、少なくとも１種以上の漢方薬材料と吸収パルプとを混合させた所定
量の混合吸収体３２１を外装シート３２２で包むことにより形成される。そして、漢方薬
材料が有する効能により、排泄物等の液体を吸収する機能に加えて他の機能を有すること
ができる。
【００４０】
　中間吸収体３２が有する機能とは、排泄物等の液体を吸収すると共に、例えば、脱臭機
能を挙げることができる。更には、吸収性物品１と肌とがこすれたり、ムレたりすること
により生じることのあるかゆみやかぶれを低減させたりというような効果を有するように
してもよい。中間吸収体３２に使用される漢方薬材料は、中間吸収体３２に要求される機
能に基づいて適宜選択することができる。
【００４１】
　漢方薬材料の選択は、中間吸収体３２に要求される機能に基づいて選択されると共に、
製造工程の観点からも考慮される。具体的には、漢方薬材料の粒度分布や平均粒径を考慮
する。例えば、中間吸収体３２を形成するにおいて、漢方薬材料と混合される吸収パルプ
の平均粒径との関係を考慮する。吸収パルプよりも平均粒径を大きくした場合には、漢方
薬材料が中間吸収体３２中に点在してムラが発生し、外観が悪くなる。漢方薬材料の平均
粒径は、好ましくは、吸収パルプの平均粒径の半分程度である。具体的には、１５０から
２５０メッシュが好ましい。
【００４２】
　また、製造工程の観点からの漢方薬材料の選択は、製造時における漢方薬材料の流動性
を考慮して行う。製造時の漢方薬材料を搬送する工程において粉末どうしの凝集が生じる
場合があり、移動が起きにくくなる場合がある。このような場合には、他の流動性の高い
漢方薬材料を混合し、又は混合比率を大きくすることで漢方薬材料全体の流動性を確保す
ることができる。
【００４３】
　中間吸収体３２に使用される漢方薬材料は、具体的には、生薬である艾葉、香附子、当
帰、高麗人参、益母草、九折草、蒲公英、山茱萸、桑黄キノコ、蓬のうち、少なくとも１
以上を使用することができる。本実施形態においては、艾葉、当帰及び香附子をそれぞれ
１：１：１の割合で混合する。これにより、中間吸収体３２に脱臭機能を備えさせること
ができると共に、好適に製造することができる。なお、中間吸収体３２に使用される漢方
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薬材料の構成として、上記の香附子の代わりに高麗人参を使用する構成としても、中間吸
収体３２を好適に製造することができる。
【００４４】
　中間吸収体３２に使用される漢方薬材料は、有色であることが好ましい。漢方薬材料と
して使用される艾葉が有する色としては、緑から褐色であり、当帰が有する色としては茶
色であり、香附子が有する色としては、こげ茶色である。これらの色を有する漢方薬材料
が混合されることにより、中間吸収体３２は、全体として茶褐色状の色を有する。これに
より、例えば、白色系の周囲の色との明度差（コントラスト）が生じ、中間吸収体３２を
表面シート１０側から好適に視認することができる。
【００４５】
　艾葉（ガイヨウ）の効能としては、身体を温め、食欲増進、胆汁分泌促進、止血作用が
あり、腹痛、胸やけ、下痢、便秘、鼻血、血尿、痔を挙げることができる。
　当帰（トウキ）の効能としては、血色不良、冷え性、血行障害に対して補血、強壮、鎮
痛薬として婦人病を挙げることができる。
　香附子（コウブシ）の効能としては、通経、浄血、鎮痛、鎮静薬として月経不順、生理
痛、更年期障害等の婦人病、慢性胃炎、十二指腸潰瘍、神経性胃炎を挙げることができる
。
【００４６】
　漢方薬材料と共に混合される吸収パルプは、ベース吸収体３１に用いられる吸収パルプ
と同様のものを使用することができる。吸収パルプは、５０から７０ｇ／ｍ２が好ましい
。
【００４７】
　漢方薬材料は、１０から２００ｇ／ｍ２を使用することができ、好ましくは４０から７
０ｇ／ｍ２を使用することができる。本実施形態においては、４７．７ｇ／ｍ２で０．０
７３５ｇが使用される。この量を使用することにより、表面シート１０を通して中間吸収
体３２において漢方薬材料が混合されていることを確認することができる。また、混合さ
れている漢方薬材料の分布にムラも生じにくくなる。混合吸収体３２１において、漢方薬
材料が１０ｇ／ｍ２よりも少ない場合には、表面シート１０を通して漢方薬材料が混合さ
れていることを視認することが困難となる。更には、混合された漢方薬材料の分布にムラ
が生じる。また、漢方薬材料が２００ｇ／ｍ２よりも多い場合には、混合吸収体３２１に
おける吸収パルプの量が少なくなるため、吸収スピードが悪くなり、液戻りしやすくなる
。また、混合吸収体３２１における漢方薬材料の比率が大きくなるため、外装シート３２
２によるシール性が悪くなり、漢方薬材料の脱落が増えることになる。
【００４８】
　このように、混合吸収体３２１における漢方薬材料と吸収パルプの量及び比率は、中間
吸収体３２の吸収性や生産性、及び製品外観上のバランスを考慮して決定される。また、
吸収性物品１において、漢方薬材料から発する匂いを確認することができることが好まし
い。
【００４９】
　外装シート３２２は、図３に示すように、漢方薬材料と吸収パルプからなる混合吸収体
３２１を包むシートである。外装シート３２２は、混合吸収体３２１を巻くように包み、
外装シート３２２の端部どうしがベース吸収体３１側において互いに積層されるように配
置される。
【００５０】
　また、中間吸収体３２は、ベース吸収体３１と間欠的に接合される。具体的には、中間
吸収体３２を構成する外装シート３２２におけるベース吸収体３１側の面とベース吸収体
３１における中間吸収体３２側の面とが間欠的に配置されたホットメルト接着剤により接
合される。ここで間欠的とは、外装シート３２２におけるベース吸収体３１側の面全体に
ホットメルト接着剤が塗布されるのではなく、ホットメルト接着剤が塗布されない領域を
有するように接着剤が塗布されることをいう。例えば、接着剤をドット状や点線状、線状
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、スパイラル状等に接着剤が接着面に配置される。
【００５１】
　外装シート３２２は、液透過性のシートであればよく、例えばティッシュを使用するこ
とができる。また、外装シート３２２の目付は、例えば１６ｇ／ｍ２である。
【００５２】
　＜セカンドシート＞
　本発明においては、必要に応じて中間吸収体３２と表面シート１０との間には、セカン
ドシート３３を配置することができる。セカンドシート３３は、図３に示すように、二つ
折りの状態で中間吸収体３２と表面シート１０との間に配置される。
【００５３】
　セカンドシート３３は、中間吸収体３２を覆うように配置されるが、セカンドシート３
３が二つ折りにされた状態で、圧縮溝４、４１に囲まれた領域よりも小さくなるように形
成されることが好ましい。また、セカンドシート３３が二つ折りにされた状態で、中間吸
収体３２の表面の面積と同一又は大きくなるように形成される。具体的には、セカンドシ
ート３３の目付は２０ｇ／ｍ２であり、セカンドシート３３における長手方向の長さが１
００から１１０ｍｍ、好ましくは９０から１１０ｍｍのシートを二つ折りにして形成され
る。
【００５４】
　セカンドシート３３に使用される部材としては、例えば、ポリプロピレンを芯とし、ポ
リエチレンを鞘とした芯鞘構造の繊維であって、３．３ｄｔｅｘ、繊維長が５１ｍｍの繊
維からなるエアースルー不織布により形成される。またセカンドシート３３は、例えば２
０ｇ／ｍ２の不織布を二つ折りにして使用すると、目付は４０ｇ／ｍ２となる。セカンド
シート３３は、表面シート１０よりも密度が高くなるように形成されることが好ましい。
セカンドシート３３は、表面シート１０よりも密度が高いことにより、表面シート１０か
らの液移行性を高めることができる。
【００５５】
　また、セカンドシート３３は、その二つ折りにした状態におけるベース吸収体３１側の
面に中間吸収体３２が接合される。セカンドシート３３と中間吸収体３２とは、ホットメ
ルト接着剤により接合される。セカンドシート３３に中間吸収体３２を接合することによ
り、中間吸収体３２とセカンドシート３３及び表面シート１０とがより密着状態となる。
このため、使用者は、吸収性物品１における表面シート１０が配置された面から、表面シ
ート１０及びセカンドシート３３を通して中間吸収体３２を確認することができる。
【００５６】
　＜第一の防カビ処理＞
　以下、本発明の特徴である第一の防カビ処理について説明する。吸収体３０に含まれる
漢方薬材料には、ハロゲン系防カビ剤による防カビ処理を施す。これが本発明における第
一の防カビ処理である。ハロゲン系防カビ剤のなかでも広いｐＨ領域で広い抗カビスペク
トルを有するハロアセチレン化合物が好ましく用いられる。また、ヨウ素化合物が安全性
、広い抗菌スペクトル／抗カビスペクトルの点から好ましく、３－ヨード－２－プロピニ
ルブチルカーバメート（ＩＰＢＣ）は、広いｐＨ領域で広い抗菌、抗カビ、抗藻スペクト
ルを持ち、例えばカビ、酵母、藻類等に対して少量でも効果があり、工業用防カビ剤、防
藻剤として有用に用いられている。
【００５７】
　一方、特開平１０－１８２３１８号公報に記載されているように、ＩＰＢＣ等のハロア
セチレン化合物は、高温長時間で徐々に分解して着色する欠点も有している。このため、
白色をベースとして清潔感を重視する従来の生理用品等にはとても適用することができな
かったという現状があった。
【００５８】
　しかし、本発明の吸収性物品においては、そもそも漢方薬材料というカビを発生しやす
い材料を含むと共に、漢方薬材料がそもそも有色であり、この有色の漢方薬材料を使用者
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が視認できるように設計さられたものである。このため、たとえＩＰＢＣが分解して着色
したとしても、製品上が漢方薬自身の有色性でマスキングされる。このように、吸収性物
品と漢方薬材料という組み合わせだからこそ、ハロアセチレン化合物の分解着色という欠
点を補うことができるハロアセチレン化合物を適用できる点に本発明の新規な点がある。
【００５９】
　処理方法は特に限定されないが、吸収体３０において、防カビ剤を漢方薬材料に直接接
触させる構成とすることにより行うことができる。アルコール等の溶剤に溶解して直接付
着させる方法が例示でき、本実施形態の具体例としては、あらかじめ平均粒径が１５０か
ら２５０メッシュとなるように粉砕した漢方薬材料に、ハロゲン系防カビ剤を溶解したア
ルコール溶液を噴霧する。漢方薬材料が２種類以上の種類からなる場合は、それぞれの種
類の漢方薬材料に個別にハロゲン系防カビ剤溶液を噴霧してもよいし、２種類以上の漢方
薬材料を混合した後に混合された漢方薬材料にハロゲン系防カビ剤溶液を噴霧してもよい
。
【００６０】
　この際のハロゲン系防カビ剤の処理量は、４ｐｐｍ以上５００ｐｐｍ（重量／重量）の
濃度のハロゲン系防カビ剤溶液を、例えば、漢方薬材料１００ｋｇあたり０．１Ｌから１
０Ｌ程度噴霧する量が例示できる。４ｐｐｍ未満とすると、防カビ効果が充分ではなく、
また、５００ｐｐｍより大きくすると、上記の分解着色物の影響がマスキング効果を上回
り吸収性物品の商品性が低下してしまう恐れがある。なお、ＩＰＢＣ等の最小阻止濃度は
菌種によるが数ｐｐｍから数百ｐｐｍであり、また、粒子状の漢方薬材料表面への付着の
みで効果を奏するので上記の少量添加で防カビ効果は充分である。
【００６１】
　次にハロゲン系防カビ剤を噴霧した漢方薬材料を乾燥させて溶媒として使用したアルコ
ールを揮発させる。このように乾燥工程を併用することは、漢方薬材料を乾燥させて、カ
ビの発生を更に抑制できるので好ましい工程である。具体的な乾燥方法としては、例えば
、本実施例においてＩＰＢＣを防カビ剤として用いる場合については、ＩＰＢＣの融点が
６６℃から６８℃であることから、例えば６０℃以下の高温環境下におくことによって乾
燥を促進させることができる。
【００６２】
　なお、上記の実施形態においては、漢方薬材料の表面にハロゲン系の防カビ剤の溶液を
噴霧することによって漢方薬材料に防カビ処理を施しているが、本発明はこれに限らない
。例えば、漢方薬材料とハロゲン系防カビ剤とを混合してなる混合物を製造し、その混合
物を吸収体３０を構成する外装シート３２２に塗布することによって吸収性物品１を製造
してもよい。
【００６３】
＜第二の防カビ処理＞
　なお、乾燥と同時又は乾燥後に、更に漢方薬材料にガンマ線を照射することによって、
防カビ効果をより高めることもできる。これが本発明における第二の防カビ処理である。
ガンマ線は初期菌数を低下することができるので、上記の乾燥工程と同様に、カビの発生
を更に抑制できるので好ましい工程であるが、上記従来技術の記載のように、菌を完全に
死滅させるほどの大量のガンマ線を照射すると、漢方薬の揮発成分が減少して漢方薬材料
自身は有する芳香機能が低下してしまうという問題が一方にある。このため漢方薬材料を
含む吸収体を有する吸収性物品の商品性を保持するためには、大量のガンマ線を照射する
ことはできない。このため、この第二の防カビ処理は上記の第一の防カビ処理と併用して
行なわれる。
【００６４】
　具体的には、ガンマ線の照射量は１ＫＧＹ以上５ＫＧＹ未満であることが好ましい。１
ＫＧＹ未満とすると、併用しても初期菌数の低減効果が不十分であり二段階の防カビ効果
の相乗効果が認められない。また、５ＫＧＹ以上とすると、漢方薬材料の芳香機能が低下
してしまうので好ましくない。
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【００６５】
　＜吸収性物品の製造方法＞
　上記の防カビ処理を施した漢方薬材料と吸収パルプとを所定の割合で混合した混合吸収
体３２１を外装シート３２２に積層させる。そして、積層された漢方薬材料と吸収パルプ
との混合吸収体３２１を外装シート３２２で巻くように全体を包み込む。この場合、混合
吸収体３２１を包み込んだ外装シート３２２の端部は、互いに積層された状態となる。こ
の積層された部分は、ベース吸収体３１側になるように配置される。ベース吸収体３１側
に外装シート３２２が積層された部分が配置されることにより、積層された部分による段
差の影響を表面シート１０側へ及ぼすことを抑制することができる。更には、段差や、シ
ートが積層されることによる見た目への影響を抑制することができる。なお、本実施形態
においては、中間吸収体３２は、漢方薬材料が含まれる混合吸収体３２１を面状に配置し
て、外装シート３２２が包むようにして形成されるが、これに限らない。例えば積層した
２枚の外装シート３２２の間の略中央部に混合吸収体３２１を配置して２枚の外装シート
３２２の周縁部をホットメルト接着剤で接合する構成とすることもできる。
【００６６】
　混合吸収体３２１は、外装シート３２２に包まれた状態で所定の圧力がかけられること
により圧縮され、所定の厚さにシート化される。この圧縮処理により、中間吸収体３２中
の空隙が少なくなり、中間吸収体３２の体積を小さくすることができる。また、圧縮され
ることにより、使用時において一定圧がかけられた場合に、一旦吸収した排泄物等の液体
を放出しにくくなり、液戻りを抑制することができる。更には、排泄物等の液体を吸収す
る際に表面シート１０上に液体が拡散するのを抑制することができる。
【００６７】
　この圧縮処理において中間吸収体３２にかけられる圧力は、２．０から３．３ｋｇｆで
あることが好ましい。２．０ｋｇｆよりも小さい圧力の場合には、中間吸収体３２におけ
る液体の浸透速度はよくなるが、製造時の搬送時において外装シート３２２による拘束力
が小さく、混合吸収体の脱落が生じる。また、３．３ｋｇｆよりも圧力が大きい場合には
、中間吸収体３２における排泄物等の液体が浸透する浸透速度が遅くなる。
【００６８】
　次に、中間吸収体３２は、セカンドシート３３に接合される。具体的には、まず、セカ
ンドシート３３は二つ折りの状態で表面シート１０に積層され、互いにホットメルト接着
剤で接合される。中間吸収体３２は、セカンドシート３３におけるベース吸収体３１側の
面に積層され、ホットメルト接着剤により接合される。この場合、中間吸収体３２は、上
述の圧縮処理により所定の厚さにシート化されており、所定の大きさにカットされてセカ
ンドシート３３に積層される。
【００６９】
　中間吸収体３２の長手方向ＬＤにおける長さは、５５から８５ｍｍ、好ましくは４５か
ら１００ｍｍである。また、幅方向ＷＤにおける長さは、２０から３０ｍｍ、好ましくは
２０から３５ｍｍである。本実施形態においては、長手方向ＬＤの長さが６５ｍｍ、幅方
向ＷＤの長さが２８ｍｍである。長手方向ＬＤの長さが４５ｍｍよりも小さい場合、又は
幅方向ＷＤの長さが２０ｍｍよりも小さい場合には、中間吸収体３２に適する目付とした
場合における漢方薬材料の視覚的な認識が困難となる。かつ、消臭に必要な漢方薬材料を
所定量より多く封入すると、漢方薬材料の脱落等の弊害があり、搬送が困難となる。長手
方向ＬＤの長さが８５ｍｍよりも大きい場合又は幅方向ＷＤの長さが３５ｍｍよりも大き
い場合には周囲を取り囲む圧縮溝４、４１に中間吸収体３２が重なってしまう。すると、
中間吸収体３２が重なる部分は、圧縮溝４、４１と共に圧縮されることにより、漢方薬材
料が圧縮溝４、４１に視認され、異物とみなされる場合がある。
【００７０】
　表面シート１０のセカンドシート３３とは反対側の面であって、幅方向ＷＤの両側には
、長手方向ＬＤに沿ってサイドシート１１が配置され、表面シート１０とサイドシート１
１と共にホットメルト接着剤及び／又はエンボス処理により接合される。
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【００７１】
　次に、積層された中間吸収体３２におけるセカンドシート３３とは反対側の面には、中
間吸収体３２を覆うように、更にベース吸収体３１が積層され、ベース吸収体３１と表面
シート１０を一体化するように圧縮溝４、４１が形成される。この場合、圧縮溝４、４１
は、中間吸収体３２の配置領域を除く位置に形成される。言い換えると中間吸収体３２は
、圧縮溝４及び圧縮溝４１で囲まれた領域に配置される。中間吸収体３２は、吸収部３の
幅方向ＷＤ及び長手方向ＬＤの略中央に配置され、エンボス処理による圧縮溝４、４１が
形成されない場所に配置される。したがって、圧縮溝４、４１により漢方薬材料が圧縮さ
れることが無い。このため、漢方薬材料が圧縮溝４、４１により圧縮されることで漢方薬
材料の色が点在して見えることによる、外観上の視認性が悪くなることを防止する。また
、圧縮溝４、４１を形成することにより、吸収性物品１に所定の剛性を付与することがで
き、吸収性物品１がよれたり、吸収部３の表面において排泄物等の液体が拡散することを
抑制することができる。
【００７２】
　また、中間吸収体３２とベース吸収体３１とは、互いに接する面において、ホットメル
ト接着剤により間欠的に接合される。具体的には、中間吸収体３２とベース吸収体３１と
が接する面において、ホットメルト接着剤を間欠的に配置することにより、互いに接合さ
れる。ホットメルト接着剤は液不透過性のため、ホットメルト接着剤を間欠的に配置する
ことで中間吸収体３２からベース吸収体３１への液の透過を阻害しない。
【００７３】
　したがって、中間吸収体３２は、セカンドシート３３とベース吸収体３１とにそれぞれ
接する面が接合されることとなる。また、セカンドシート３３は表面シート１０と接合さ
れるため、中間吸収体３２は、間接的に表面シート１０と接合され、表面シート１０とベ
ース吸収体３１とが間接的に接合される。これにより、吸収性物品１の装着時において、
吸収性物品１がよれたりする場合に漢方薬材料が外装シート３２２の外側に出てしまうこ
とを抑制することができる。更には、表面シート１０側から中間吸収体３２における漢方
薬材料の視認性を維持することができる。
【００７４】
　また、中間吸収体３２は、少なくとも吸収性物品１における身体の排泄口が当接すると
想定される位置に配置されることが好ましい。当該位置に配置されることにより、排泄物
等の液体が排出されてすぐに吸収させることができる。また、においの発生源である排泄
物等の液体に最も近い位置に配置されるため、脱臭機能を好適に発揮することができる。
【００７５】
　ベース吸収体３１における中間吸収体３２が配置される面とは反対側の面には、裏面シ
ート２０が配置され、ホットメルト接着剤により接合される。
【００７６】
　本実施形態によると、中間吸収体３２がセカンドシート３３と接合される。このため、
中間吸収体３２とセカンドシート３３及び表面シート１０を密着させることができ、表面
シート１０側から中間吸収体３２の存在を使用者に認識させることができる。これにより
、当該吸収性物品１の特徴を使用者に容易に認識させることができる。なお、本実施形態
においては、セカンドシート３３を表面シート１０と中間吸収体３２との間に配置したが
、セカンドシート３３は配置せず、表面シート１０とベース吸収体３１との間に中間吸収
体３２を配置するようにしてもよい。
【００７７】
　また、本実施形態おいては、吸収性物品１はいわゆる立体ギャザーを形成していないが
、立体ギャザーを配置してもよい。例えば、サイドシート１１の表面シート１０側の端部
を長手方向ＬＤに沿って折り返し、糸状ゴムを一定の倍率で伸長した状態で挟み込み、サ
イドシート１１の折り返し部分に固定することで立体ギャザーを形成することができる。
【００７８】
　また、本実施形態においては、吸収性物品１の中間吸収体３２は、生理用ナプキンとし
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て使用されるが、これに限らない。例えば、パンティーライナーや、オムツ（成人用、子
供用）にも中間吸収体３２を同様に配置することができる。更には、中間吸収体３２を独
立して使用することも可能である。例えば、中間吸収体３２を布ナプキンに挟み込むよう
に配置することもできる。
【００７９】
　以上説明したように、本発明によれば、漢方薬材料を含む吸収体３０を有する吸収性物
品１において、漢方薬材料にハロゲン系防カビ剤を噴霧することによる防カビ処理を施す
ことにより、漢方薬のもたらす機能を損なうことなく、漢方薬材料におけるカビの発生を
防ぐことができる。また、上記処理に加えて漢方薬材料に所定量のガンマ線を照射するこ
とによって、更に効果的にカビの発生を防ぐことができる。
【００８０】
　また、中間吸収体３２に漢方薬材料を使用することにより、吸収性物品１に消臭効果を
期待することができる。
【００８１】
　また、吸収性物品１が使用者の身体に装着され体温によって温められることにより、漢
方薬材料に含まれる揮発成分が漢方薬材料を包んだ外装シート３２２、セカンドシート３
３及び表面シート１０を通過して使用者の肌に浸透する。この作用により、例えば、かゆ
み等の生理中の女性特有の症状を低減させるような他の効果を期待することも可能である
。このとき、漢方粉に固着されたハロゲン系の防カビ剤は体温では揮発しないので、漢方
薬材料の表面に留まり、使用者の身体に防カビ剤が作用することはない。
【００８２】
　また、中間吸収体３２が、使用者の身体から排出された体液を吸収する際に、パルプと
混合している漢方薬材料から水溶性成分が溶け出し、着用者の肌に浸透する。このときも
ハロゲン系の防カビ剤は水にはほとんど溶けないので、漢方薬材料の表面に留まり、使用
者の身体に防カビ剤が接触することはないので安全である。
【００８３】
　なお、本発明においては、ハロゲン系防カビ剤による防カビ処理後に他の防カビ処理を
組み合わせて行うことにより、更に効果の高い防カビ処理を行うことも可能である。具体
的には、例えば、パラベン、ヒノキチオールによる処理等の他の防カビ剤処理や、ガンマ
線以外の電磁放射線殺菌等を組み合わせて行うことができる。
【００８４】
＜他の実施形態＞
　図５は本発明の他の実施形態における吸収性物品の上面図であり、図６はその中間吸収
体３２ａの断面図模式図である。この実施形態においては、ハロゲン系防カビ剤が漢方薬
材料の表面に直接的に付着しておらず、漢方薬材料が、ハロゲン系防カビ剤を含むシート
に接していることで、該シートを介してハロゲン系防カビ剤を漢方薬材料に間接的に付与
させる態様である点が上記の第一実施形態と異なっている。
【００８５】
　具体的には、図６に示すように、この中間吸収体３２ａは、上下２枚の外装シート３２
２ａとその間に配置される混合吸収体３２１とで構成され、中間吸収体３２ａの外周縁は
熱又は接着剤等で接合されている。外装シート３２２ａの両内面側には、あらかじめハロ
ゲン系防カビ剤５が従来公知の印刷法等で塗布形成されており、中央部に混合吸収体３２
１が配置されている。その結果、図５に示すように、平面視においては、ハロゲン系防カ
ビ剤５の塗布範囲内に、漢方薬材料を含む混合吸収体３２１が配置される。この範囲内に
配置されることによって防カビ剤の防カビ効果を確実に漢方薬材料の全体に作用させるこ
とができる。
【００８６】
　ハロゲン系防カビ剤５の塗布は、ハロゲン系防カビ剤５をインキ化してもよく、このイ
ンキを着色させてもよい。着色させることにより、図５に示すように、着色されたハロゲ
ン系防カビ剤５が中間吸収体３２ａの外周縁に沿って形成され、漢方薬が配合されている
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ことを消費者に視認しやすくするという効果を奏する。
【実施例】
【００８７】
　以下において本発明の実施例を説明するが、本発明は以下の実施例に限定されない。
【００８８】
　＜実施例１＞
　中間吸収体３２を以下のように作製した。漢方薬材料として艾葉、当帰及び香附子、の
３種を用いた。それぞれの漢方薬材料３００ｋｇに対し、濃度３００ｐｐｍのＩＰＢＣの
アルコール溶液を３Ｌ噴霧した。ＩＰＢＣを噴霧した漢方薬材料を乾燥させた後に、各漢
方薬材料を１：１：１の比率で、それぞれ目付１５．９ｇ／ｍ２ずつ、０．０２４５ｇ／
個ずつ混合し、混合した漢方薬材料を、目付５８．７ｇ／ｍ２、０．０９ｇ／個、の吸収
パルプと混合し、１６ｇ／ｍ２のティッシュに包みシート化した。そして、当該中間吸収
体３２を吸収性物品１に挿入し、サンプルを作製した。
【００８９】
　＜実施例２＞
　ＩＰＢＣのアルコール溶液を噴霧してから乾燥させた漢方薬材料に、更に３ＫＧＹのガ
ンマ線を照射したこと以外は、実施例１と同様に、すなわち、防カビ処理としてＩＰＢＣ
の噴霧に加えてガンマ線の照射を行って作成した例を実施例２とした。
【００９０】
　＜比較例１＞
　ＩＰＢＣのアルコール溶液の噴霧とその後の乾燥工程を行わなかったこと以外は、実施
例２と同様に、すなわち、防カビ処理としてガンマ線の照射のみを行って、作成した例を
比較例１とした。
【００９１】
　＜比較例２＞
　ガンマ線の照射量を５ＫＧＹとしたこと以外は比較例１と同様に作成した例を比較例２
とした。
【００９２】
　実施例、及び比較例について、吸収性物品１における防カビ処理の効果を評価した結果
を表１に示す。
【００９３】
　吸収性物品１の防カビ処理の効果の測定は以下の手順で実施した。
　１）温度２８℃、湿度９５％の恒温恒湿の条件下で、吸収性物品１の実施例、比較例の
各サンプル１８枚ずつを４週間放置する。
　２）放置開始から４週間後に目視検査を行い、カビの発生数、発生率を測定する。
　３）放置開始から４週間後に官能評価により、漢方薬の芳香性（匂い）を測定した。
【００９４】
【表１】

【００９５】
　更に、漢方薬材料へのガンマ線の照射による防カビ処理の効果の詳細を評価した結果を
表２に示す。
【００９６】
　漢方薬材料へのガンマ線照射による防カビ効果の詳細の測定は以下の手順で実施した。
　１）サンプルとした漢方薬材のうち混合薬剤は、実施例１と同じく、艾葉、当帰及び香
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　２）各サンプルとした漢方薬材料には、実施例１と同じ条件でＩＰＢＣのアルコール溶
液の噴霧とその後の乾燥工程を施した。
　３）上記の通り、ＩＰＢＣによる防カビ処理を施したサンプルに３ＫＧＹのガンマ線を
照射したものと、ガンマ線を非照射のものについて、培地上で１０日間放置後の真菌類の
菌数を比較した。
　４）培地には、３Ｍ　Ｙｅａｓｔ　＆　Ｍｏｌｄ　Ｐｅｔｒｉ　Ｆｉｌｍを使用し、室
温条件下で、１０日間放置した。
【００９７】
【表２】

【００９８】
　表１から解るように、比較例１の結果に見られる通り、３ＫＧＹのガンマ線を照射する
のみでは、カビの発生を防ぐことはできない。しかし、一方で、比較例２の結果に見られ
る通り、５ＫＧＹ以上のガンマ線を照射すると、カビの発生は防ぐことができるが、漢方
薬の芳香機能が毀損されてしまう。実施例１の結果に見られる通り、ＩＰＢＣによる防カ
ビ処理により、漢方薬の芳香機能を維持したまま、カビの発生を有効に防ぐことができる
。また、表２から解るように、ＩＰＢＣによる防カビ処理に加えて３ＫＧＹのガンマ線の
照射による防カビ処理を併せて行うことにより、真菌の初期菌数を低減させることができ
るため、カビの発生をより確実に防ぐことができる。
【符号の説明】
【００９９】
　１　吸収性物品
　４、４１　圧縮溝
　１０　表面シート
　２０　裏面シート
　３０　吸収体
　３１　ベース吸収体
　３２　中間吸収体
　３３　セカンドシート
　３２１　混合吸収体
　３２２　外装シート
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